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筑 紫 野 市 

 

筑紫野市が発注する建設工事における予定価格 

又は最低制限価格の事前公表について 
 

筑紫野市が発注する工事の一般競争入札又は指名競争入札は、原則として予定価格又

は最低制限価格の事前公表を行います。 
ついては、予定価格又は最低制限価格が事前公表された工事の入札に際し、下記事項

に十分留意すること。 
 

記 

 
１．予定価格を事前公表とした場合の入札の回数は、１回とする。 
 
２．予定価格又は最低制限価格の事前公表の方法は、次のとおり 
  ・一般競争入札は、入札公告に記載し公表する。 
  ・指名競争入札は、指名通知書に記載し公表する。 
   
３．予定価格を事前公表した指名競争入札において、予定価格以下の価格で入札できな

い場合は、入札会の開始前に入札辞退届を提出すること。 
 
４．予定価格を事前公表した場合は、入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応

した工事費内訳書（市指定の内訳書）を必ず提示すること。 
  なお、工事費内訳書の金額と入札書に記載される入札金額に相違がある場合又は工

事費内訳書の提示がなかった場合の入札は無効となる。 
 
５．予定価格を上回る金額での入札は無効となる。 
 
６．最低制限価格を下回る金額での入札は無効となる。 
 
７．事前公表する予定価格及び最低制限価格は、消費税相当額を含んだ金額とする。 
 
 

（お問合せ先）         

筑紫野市 総務部 財政課 契約担当 

ＴＥＬ：０９２－９２３－１１１１ 

 



建設工事の入札参加業者の皆様へ

全ての入札において、内訳書の添付を求めておりますので、

入札書の提出方法については、以下の方法でご提出ください。

上から

①入札書

②工事費内訳書（入札書添付用）

③内訳書(横書きの内訳書であれば反時計回りに９０度回転)

入札書

工事費内訳書（入札書添付用）
内

訳
書

内訳書 複数枚、裏表に注意のこと※
上記①②③を上から順に重ねて、○の箇所をホッチキスで１つだけ

このあたりへのホッチキス止めの必要なし
とめたものを内折りにして入札箱へ入れてください。



 

 

工 事 費 内 訳 書 

（ 入 札 書 添 付 用 ） 

 

 

 

 

 

 

  【記入上の注意】 

   工事費内訳書の工事価格（消費税相当額を除いた工事費）は、

入札書記載金額に対応した金額として下さい。 

   工事費内訳書に「値引き」等の項目を追加して、工事 

価格（入札金額）の調整はしないで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

筑 紫 野 市 


